
   令和 2年度一般会計補正予算について 

令和 2 年度名古屋市一般会計補正予算案のうち教育に関する事務に係る部分に

ついては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）

第 29 条の規定により教育委員会の意見を求められますので、別紙の説明資料を提

出します。 

 令和 3年 2月 10 日 

                 名古屋市教育委員会教育長  鈴 木  誠 二 
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令和２年度２月補正予算の概要（教育委員会所管分） 

件  名 金  額 概       要 

校舎等のリニ

ューアル改修

千円

9,152,767

<繰越明許費>

9,152,767

<債務負担行為>

310,000

１ 趣 旨 

国の令和２年度予算の追加内定及び補正 

予算に伴い、老朽化した校舎等についての 

リニューアル改修を実施するもの 

２ 内 容 

ア 改修内容 

外壁改修、屋上防水、内装改修、 

トイレ改修等 

イ 実施校 

    工事 小学校19校 中学校３校 

       高等学校１校 

    設計 小学校15校 中学校８校 

       高等学校１校 幼稚園１園 

３ 繰越明許費 

年度内に整備が完了しないことから、全 

額を翌年度に繰越すもの 

４ 債務負担行為 

  期間 3～4年度 限度額 240,000千円 

  小学校校舎等のリニューアル改修工事 

期間 3～4年度 限度額 35,000千円 

  中学校校舎等のリニューアル改修工事 

期間 3～4年度 限度額 35,000千円 

  高等学校校舎等のリニューアル改修工事 
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校舎等の保全

改修・設備改

修 

学校トイレの

環境改善 

349,169

<繰越明許費>

349,169

<債務負担行為>

42,000

3,154,749

<繰越明許費>

3,154,749

１ 趣 旨 

国の令和２年度予算の追加内定及び補正 

予算に伴い、老朽化した校舎についての保 

全改修・設備改修を実施するもの 

２ 内 容 

ア 改修内容 

  外壁改修、屋上防水、トイレ改修等 

イ 実施校 

  工事 小学校１校 中学校１校 

       幼稚園１園 

３ 繰越明許費 

年度内に整備が完了しないことから、全 

額を翌年度に繰越すもの 

４ 債務負担行為 

期間 3～4年度 限度額 42,000千円 

中学校校舎等の保全改修・設備改修工事 

１ 趣 旨 

国の令和２年度予算の追加内定及び補正 

予算に伴い、学校トイレの洋式化等を実施 

するもの 

２ 実施校 

  設計・工事 小学校14校 

     中学校４校 高等学校２校 

  工事 小学校７校 中学校14校 

     高等学校４校 

  設計 小学校12校 中学校10校 

     高等学校３校  

３ 繰越明許費 

年度内に整備が完了しないことから、全 

額を翌年度に繰越すもの 
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肢体不自由児

童生徒対応エ

レベーターの

整備 

公害対策関係

校空調設備の

改修 

学校運動場の

改修 

65,000

<繰越明許費>

65,000

545,800

<繰越明許費>

545,800

<債務負担行為>

796,000

475,406

<繰越明許費>

475,406

１ 趣 旨 

国の令和２年度予算の追加内定に伴い、 

肢体不自由児童生徒用のエレベーターを整 

備するもの 

２ 実施校 

  工事 小学校１校 

  設計 中学校１校 

３ 繰越明許費 

年度内に整備が完了しないことから、全 

額を翌年度に繰越すもの 

１ 趣 旨 

国の令和２年度予算の追加内定に伴い、

公害対策関係校における空調設備の改修を

行うもの 

２ 実施校 

設計・工事 小学校６校 中学校３校 

３ 繰越明許費 

年度内に整備が完了しないことから、全 

額を翌年度に繰越すもの 

４ 債務負担行為 

期間 3～4年度 限度額 529,000千円 

小学校の空調設備改修工事 

期間 3～4年度 限度額 267,000千円 

中学校の空調設備改修工事 

１ 趣 旨 

国の令和２年度予算の追加内定に伴い、 

前回改修から20年以上経過し劣化が著しい 

運動場の改修を実施するもの 
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指定避難所の

給排水機能確

保策の推進 

学校ブロック

塀の撤去等 

690,000

<繰越明許費>

690,000

270,000

<繰越明許費>

270,000

２ 実施校 

  工事 小学校12校 中学校３校 

     高等学校１校 

  設計 小学校11校 中学校４校 

     高等学校１校 

３ 繰越明許費 

年度内に整備が完了しないことから、全 

額を翌年度に繰越すもの 

１ 趣 旨 

国の令和２年度予算の追加内定に伴い、 

指定避難所である小・中学校における、震 

災時の給排水機能確保に向けた埋設給排水 

管の改修を実施するもの 

２ 実施校 

  工事 小学校10校 中学校２校 

  設計 小学校５校 中学校７校 

３ 繰越明許費 

年度内に整備が完了しないことから、全 

額を翌年度に繰越すもの 

１ 趣 旨 

国の令和２年度予算の追加内定に伴い、 

高所等にあるブロック塀撤去及びフェンス 

新設等を実施するもの 

２ 実施校 

  工事 小学校19校 中学校３校 

  設計 小学校12校 中学校６校 

     高等学校１校 

３ 繰越明許費 

年度内に整備が完了しないことから、全 

額を翌年度に繰越 
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学校受水槽の

改修 

高等学校及び

特別支援学校

での生徒用タ

ブレット端末

等の購入 

幼稚園での情

報通信機器の

購入 

284,000

<繰越明許費>

284,000

61,510

<繰越明許費>

61,510

23,000

<繰越明許費>

23,000

１ 趣 旨 

国の令和２年度予算の追加内定に伴い、 

耐震性が不十分な受水槽の改修を実施する 

もの 

２ 実施校 

  工事 小学校６校 中学校２校 

     高等学校１校 

３ 繰越明許費 

年度内に整備が完了しないことから、全 

額を翌年度に繰越すもの 

１ 趣旨 

国の令和２年度補正予算に伴い、高等学 

校段階の低所得者世帯等の生徒が使用する 

タブレット端末及びモバイルルータを購入 

するもの 

２ 内容 

ア タブレット端末 

高等学校 714台 

   特別支援学校高等部 414台 

イ モバイルルータ 

    高等学校 714台 

    特別支援学校高等部 361台 

３ 繰越明許費 

年度内に整備が完了しないことから、全 

額を翌年度に繰越すもの 

１ 趣旨 

国の令和２年度補正予算に伴い、幼稚園 

全園において情報通信機器を購入するもの 
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財源更正 －

２ 内容 

  オンライン等による保育参観、家庭との 

連絡、教員研修等に必要となる備品の購入 

 １園当たりの金額 1,000千円 

３ 繰越明許費 

年度内に整備が完了しないことから、全 

額を翌年度に繰越すもの 

１ 趣旨 

  減収補 債の発行に伴う財源更正を行う

 もの 

  市債増加額 892,000千円 
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